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ぐんま住まいの相談センター

　Q：ご相談内容

弟の家が空き家となり、建物内部や外廻り、庭等が管理が行き届かず乱雑な
状況となっている。家の中の残置物や庭の樹木等を処分したいが相談者ひと
りでは高齢のため対応できない、どこか良いところを紹介してほしい。

A：回答

こちらでは、安心リフォーム事業者の登録制度というものを実施していて、
その登録業者の中に「清掃・残物処分」を行う業者もありますので紹介する
ことは出来ます。有料での対応となりますので、何か費用をかけずに処分を
したいということですと、空き家に対する支援制度なども用意されているよ
うですので、前橋市空き家利活用センターに一度問い合わせてみてはと思い
ます。安価に処分を考えていると言うことですと、公共の処分場へ自ら持ち
込んで対応することが基本になると考えます。
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空き家となった身内の家の対策について


